
日 薬 業 発 第 2 1 9 号 

平 成 30 年 9 月 12 日 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平  

 

 

平成30年 8月 30日からの大雨により被災した組合員等に係る 

一部負担金等及び組合員証等の取扱い等について 

 

 

標記について、財務省主計局給与共済課長から、別添のとおり連絡がありました

のでお知らせいたします。 

平成30年8月 30日からの大雨により被災した組合員に係る被保険者証等の取扱

いについては、平成30年 9月 4日付け日薬業発第200号にてお知らせしたところで

すが、今般、共済組合についても同様の取扱いとすることが示されました。 

取り急ぎお知らせいたしますので、該当都道府県薬剤師会におかれましては、貴

会会員へご周知くださいますようお願い申し上げます。 
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